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令和８年１月 26 日 

都市整備部交通企画課 

土 木 部 特 定 道 路 課 

 

請願第６号 大泉学園駅南側地区の補助 135・232 号線を優先整備路線から外す

ことを求めることについて 

 

要旨 

新たな「東京における都市計画道路の整備方針（仮称）」の策定にあたり、大

泉学園駅南側地区・補助 135・232 号線を優先整備路線から外すよう、関係機関

に働きかけてください。 

 

 

陳情第 114 号 「東京における都市計画道路の整備方針（仮称）」の策定に当た

り、優先整備路線指定の必要性の検証とその検討過程の公開等を

求めることについて 

 

要旨 

東京にける都市計画道路の整備方針策定に当たって、以下の事項について、練

馬区および東京都に働きかけてください。 

 １ 優先整備路線指定の必要性を検証すること。検証に当たっては気候危機

対策に十分配慮し、その検討過程を公開すること。 

 ２ 外環の２および大二中をクロスする同補助線街路第135・232号線など、地

域合意のない路線については、優先整備路線から外すこと。 

 

１ 東京の都市計画道路の整備状況 

⑴ 整備方針の経緯 

都市計画道路の整備を計画的かつ効率的に進めるため、おおむね 10 年間

で優先的に整備すべき路線を定めた「都市計画道路の整備方針（事業化計画）」

を過去４回にわたり策定してきた。 

 

 

計画期間 事業化計画 

昭和 56 年度策定 

～平成２年度 

都市計画道路再検討 

（第一次事業化計画） 

平成３年度策定 

～平成 15 年度 
第二次事業化計画 

平成 15 年度策定 

～平成 27 年度 
第三次事業化計画 

平成 27 年度策定 

～令和７年度 
第四次事業化計画 

 「東京における都市計画道路の整備方針（案）」P9 を基に作成 

【整備方針の経緯（区部）】 
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⑵ 優先整備路線（第四次事業化計画）の着手状況および整備状況 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑶ 都内における見直し路線の経緯 

これまでの事業化計画において、未着手の都市計画道路について、社会経

済情勢やニーズを踏まえ、必要性が低いと評価された区間は、都市計画の廃

止などの措置を講じてきた。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

（令和７年３月末時点） 

（令和７年３月末時点） 

※都市高速道路および自動車専用道路は除く 

（令和７年３月 31 日現在） 

東京都都市整備局「事業概要（令和７年度版）」を基に作成

「東京における都市計画道路の整備方針（案）」P13 を基に作成

［都全域］ ［区内］ 

［都全域］ ［区内］ 

「東京における都市計画道路の整備方針（案）」P9 を基に作成

【都市計画道路の見直しの経緯】 

【優先整備路線の着手状況】 

【整備状況】 

※鉄道付属街路、特殊街路等除く 

※このほかに、令和元年に策定した「東京における都市計画道路の在り方に関する基本方針」に 
基づき、９区間約８km の計画幅員を縮小しました。 

（令和６年３月 31 日現在） 
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２ 新たな整備方針 

⑴ 策定手順 

・計画期間は、2050 年代の東京の姿を見据えるとともに、事業の長期化等

を考慮し、15 年間（令和８年度～令和 22 年度）と定める。 

・未着手の都市計画道路を対象に、必要性を検証した上で、計画期間内で優

先的に整備すべき「優先整備路線」を選定する。 

・必要性が低い路線は「廃止候補路線」、前後区間の都市計画の整合性など

特別な事由により検討を要する路線は「計画内容再検討路線」に位置付

ける。また、広域的な都市間の連携強化（都県境を越えた道路網の拡充）

など新たに都市計画道路の整備が求められる箇所を検討する。 

・道路に対するニーズの多様化を踏まえ、道路空間の再編を都内に展開す

るため、先導的なモデルケースとなる「リーディング路線」を選定する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑵ 都市計画道路の必要性の検証 

・未着手の都市計画道路を対象に、道路整備の四つの基本目標（都市の強靭 

化、人やモノの自由な移動、安全で快適な道路空間の創出、都市環境の向 

上）を基に 10 の検証項目を設定する。 

・検証項目１から５は、都全域（広域）に関わる項目として都内共通の評価 

指標により東京都が検証する。 

・検証項目６から 10 は、地域に関わる項目として検証項目の考え方に基づ 

き、各区市町が評価指標を設定し検証する。 

 

 

 

「東京における都市計画道路の整備方針（案）」P40 より

【フロー図】 
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⑶ 優先整備路線の選定 

・必要性が高い路線の中から、道路整備の四つの基本目標を踏まえ、整備効

果、重要性および緊急性を考慮し、広域的な視点と地域的な視点から６つ

の選定項目を設定する。 

・都施行路線は、広域的な視点による選定項目に複数該当する路線を基本と

し、事業の継続性や整備の順序、関連事業の状況などを踏まえて総合的に

評価する。 

・区市町施行路線は、地域的な視点による選定項目に該当する路線の中から、

まちづくりの取組状況など各区市町の実情を踏まえて評価する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「東京における都市計画道路の整備方針（案）」P44 より

【必要性の検証項目と評価指標】 

【優先整備路線の選定項目】 

「東京における都市計画道路の整備方針（案）［概要版］」P7 より 
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３ 整備方針（案）における区内の優先整備路線 

 

都施行 

路線名 区間 延長 選定理由 

放射 35 号線 環状７～放射 36 2,780ｍ 骨格・交通・安全 

環状７号線 豊玉南二丁目～放射 35 240ｍ 関連事業 

外環の２ 放射６～補助 229 500m 交通・安全 

外環の２ 補助 76～富士街道 1,090m 交通・安全 

補助 133 号線 補助 172～放射８ 2,070m 交通・安全 

補助 156 号線 放射７～外環の２ 1,310m 強靭化・交通・安全 

補助 172 号線 環状７～早三東通り 1,450m 交通・安全 

計 9,440m  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

区施行 

路線名 区間 延長 選定理由 

補助 132 号線 

石神井町五丁目 

（豊島橋交差点～ 

石神井公園前交差点） 

300ｍ 強靭化・国際・まち 

補助 135 号線 補助 76～練馬区画街路６ 1,850ｍ 
強靭化・交通・安全 

・まち 

補助 232 号線 富士街道～外環の２ 830m 安全・まち 

補助 232 号線 外環の２～東大泉六丁目 690m 強靭化・まち 

補助 232 号線 補助 135 付近 510m 強靭化・まち 

計 4,180m  

＜優先整備路線の選定項目＞ 

１ 骨格・・・骨格幹線道路網の形成 

２ 強靭化・・首都東京の強靭化 

３ 交通・・・スムーズな道路網の形成 

４ 安全・・・誰もが安全に暮らせるまちづくり 

５ 国際・・・国際競争力の強化 

６ まち・・・持続可能な地域のまちづくりへの貢献 

「東京における都市計画道路の整備方針（案）」P78～83 を基に作成
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⑴ 外環の２（放射６～補助 229、補助 76～富士街道） 

ア 選定理由 

   ①外環の２（放射６～補助 229） 

「スムーズな道路網の形成」、「誰もが安全に暮らせるまちづくり」 

   ②外環の２（補助 76～富士街道） 

「スムーズな道路網の形成」、「誰もが安全に暮らせるまちづくり」 

イ 進捗状況 

令和３～６年 補助 76（新青梅街道）～富士街道間の現況および用地 

測量を実施 

 ウ 位置図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑵ 補助 135・232 号線 

ア 選定理由 

①補助 135 号線（補助 76～練馬区画街路６） 

「首都東京の強靭化」、「スムーズな道路網の形成」 

「誰もが安全に暮らせるまちづくり」 

「持続可能な地域のまちづくりへの貢献」 

   ②補助 232 号線（補助 135 付近） 

「首都東京の強靭化」、「持続可能な地域のまちづくりへの貢献」 

イ 進捗状況 

令和７年３月 「大泉第二中学校の教育環境保全と大泉学園駅南側地区 

まちづくりの取組方針」の策定 

    11 月 事業概要および測量説明会等の開催 

ウ 位置図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

エ 事業概要および測量説明会等について 

別紙のとおり 

① 

② 

① 

② 
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４ 今後の都市計画道路の在り方 

新たな整備方針（案）では、今後の道路整備にあたって、車道や歩道、自転

車通行空間の確保はもとより、樹冠拡大の効果が期待できる街路樹や植樹帯の

整備による緑陰確保など安全で快適な道路環境の創出や関係法令に基づき自

然環境への配慮や生物多様性への影響の回避・低減に努める。また、自動運転

などの技術革新に伴う道路へのニーズを把握していく。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「東京における都市計画道路の整備方針（案）」P138、139 より
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５ 検討経過および今後の予定 

令和６年 10 月～ 東京都、区市町で構成する策定検討会議（５回）、学識経 

験者で構成する専門アドバイザー委員会（７回）を開催 

令和７年 ７月 「中間のまとめ」公表、パブリックコメント 

道路整備の方向性等を示し、都民等の意見を募集 

      12 月 「整備方針（案）」公表、パブリックコメント 

令和８年 １月  オープンハウスの開催（新宿駅西口広場、立川駅北口） 

           各区市町でのパネル展示等 

       ３月  整備方針の策定（予定） 

 

 

６ その他（検討過程等を公開している自治体） 

⑴ 杉並区 

  ・未整備の都市計画道路を対象とした検証 

  ・アンケート調査 

  ・オープンハウスの開催（検証結果） 

  ・有識者ヒアリングの実施 

⑵ 小金井市 

 ・未整備の都市計画道路を対象とした検証 

 ・アンケート調査 

 ・説明会の開催（検証結果、アンケート調査結果） 

 

 

  



 

 

9 

 

別 紙 

 

 

 東京都市計画道路 幹線街路 補助線街路第 135 号線（富士街道～区画街路第

６号線間）および補助線街路第 232 号線（主要区道 39 号線～主要区道 42 号

線間）事業概要および測量説明会の開催結果等について 

 

１ 説明会等の開催結果 

⑴  事業概要および測量説明会 

  ・来場者数 

令和７年 11 月７日（金）19：00～ 

        来場者数：119 名 

令和７年 11 月８日（土）10：00～  

来場者数：86 名 

 

・主な意見と区の見解 

主な意見 区の見解 

・測量説明会の開催案内について

もっと広範囲に配布するべき。 

・また地元説明会を開催してほし

い。 

 

測量を前提とした説明会のため、

測量範囲内である都市計画道路区域

とその両側約 30ｍの権利者を中心

に、案内チラシを約 3,500 枚配布し

ました。また、計画区域内にお住いの

権利者の方々を直接訪問して説明会

開催の案内、周知を行い、あわせて、

今回の資料等について、区のホーム

ページで公表し、広く周知していま

す。 

11/７、11/８の２日間で事業概要

および測量説明会、11/21，22 に個別

相談会を開催し、いただいた皆様の

意見をしっかりと受け止め、今後の

説明会の開催については、検討させ

ていただきます。 

・残地は買い取ってもらえるのか。 残地が不整形や狭小な場合は、取

得させていただく場合もあります。 

・騒音・振動対策はどうなってい

るのか。 

 

騒音・振動対策を設計段階から配

慮し、地域の方々に悪影響がないよ

う検討を進めます。 
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・ロードふじみは混雑していない。 さまざまな意見があることは認識

していますが、これまでのオープン

ハウスや個別補償説明会などにおい

て、「ロードふじみは、非常に危険で

子どもを歩かせられない。」、「都市

計画道路を早期整備すべき。」等の意

見も承っています。 

説明スライドの現況写真は令和６

年に撮影したものであり、ピーク時

などに交通が錯綜し、子どもを乗せ

た自転車が車の間をすり抜けている

などの状況があります。保育園も複

数あり危険と捉えています。 

・ロードふじみから富士街道まで

の区道（主要区道 42 号線）は幅

員が狭く、普通乗用車でもすれ

違いは非常に苦労している状況

なのに、補助 232 号線が主要区

道 42 号線に繋がると、逆に車が

流入するのではないか。 

これまでの調査において、主要区

道 42 号線の 12 時間交通量が約 3,000

台となっており、南北方向の通過交

通がロードふじみ（区道 42 号線）を

通って富士街道まで抜けている状況

となっています。都市計画道路の整

備により、南北方向の通過交通につ

いては補助 135 号線への転換が図れ、

地域の安全性が高まると認識してい

ます。 

・ロードふじみは、歩行者、自転

車、自動車が錯綜しており、す

ごい危険だと思うが、交通事故

などの子供の安全面や健康面な

どを公平に検討し、道路事業が

本当に必要か判断すべき。 

大泉学園駅南側地区は、狭あいな

道路が多く、学芸大通りやロードふ

じみなどの生活道路に通過交通が流

入し、歩行者や自転車の安全確保な

ど交通環境の改善やまちの防災性に

課題を抱えています。 

そうした当地区の課題を抜本的に

解決するためには都市計画道路の整

備が不可欠であり、教育環境を保全

しつつ、都市計画道路と当該地区の

まちづくりを進めていく必要がある

と考えています。 

・都市計画道路の整備ではなく、

学芸大通りを拡幅すべき。 

都市の骨格となる都市計画道路を

整備し、それを補完する生活幹線道

路、主要生活道路を適正に配置する

ことで地域の防災性向上や交通の円

滑化が図れると考えています。 
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学芸大通りは道路計画に伴う建築

制限がなく、鉄筋コンクリート造の

建物が 30 棟程度建設されており、沿

道拡幅は都市計画道路と比べると合

意形成に時間を要するなど困難な面

があります。 

まずは都市計画道路を優先して整

備していくことが必要と考えていま

す。 

・早急に学芸大通り、ロードふじ

み、主要区道 42 号線の交通量調

査を実施すべき。 

交通量調査については、令和元年

に当地区の交通量調査を実施してい

ます。今後、都市計画道路の事業認可

を見据え交通量調査についても検討

していきます。 

・都営住宅の三角公園は、道路で

なくなる。近くの認可・認証保

育園で三角公園をその条件とし

ている園がいくつあるか把握し

ているのか。 

都営東大泉第２アパートの広場

（東大泉 6-35 地内）を認可および認

証の要件（屋外遊戯場）にしている保

育施設はありません。 

今後、まちづくり検討にあたって

は子供たちが安全で安心して過ごせ

るようなまちづくりを進めていきま

す。 

・第二運動場について、体育の授

業で休み時間の間に第二運動場

に集合することができるのか。 

・移動時間を除くと授業の時間が

無くなってしまうのではない

か。また、教員も授業の準備な

どが大変ではないか。 

・新しい大二中の運動場約 7,300

㎡について、これまでのような

運動会ができるのか。 

第二運動場については、現段階で

は部活動などでの活用を検討してい

ます。新しい運動場と第二運動場で

同時に複数の部活が活動できるな

ど、部活動の取組の幅が広がる面も

あると考えています。  

新しく整備する運動場での運動会

については、観客席等を確保した上

で実施ができると考えています。今

後、具体的な設計の中で、円滑な運動

会や部活動の実施を検討していきま

す。 

・大南小について、補助 232 号線

により敷地が小さくなることに

ついて、どう考えているのか。 

大南小については、敷地南側のプ

ールがあるあたりに補助 232 号線の

計画線が通っています。そのため、す

でに先行して南西側に敷地を確保し

ています。補助 232 号線の整備にあ

わせて校地再形成とプール改修を並
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行して行い、教育環境を保全してい

きます。 

 

⑵  用地補償個別相談会 

・来場者数 

令和７年 11 月 21 日（金）17：30～ 

    来場者：８世帯 

令和７年 11 月 22 日（土）10：00～ 

    来場者：10 世帯 

 

別途、個別訪問も実施（５世帯） 

 

・主な意見と区の見解 

主な意見 区の見解 

・道路計画があることは承知して

家を購入している。年齢のこと

もあるので早く事業化してほし

い。 

・個別相談会では、もう少し具体

的な話を聞けるかと思ってい

た。早く事業を進めてほしい。 

・学芸大通りを自転車で通る時、

狭いので人や電柱を避けるため

に車道に出たりするが、バスや

大型車が多く、今の学芸大通り

は危ないと思う。 

大泉学園駅南側地区は、狭あいな

道路が多く、学芸大通りやロードふ

じみなどの生活道路に通過交通が流

入し、歩行者や自転車の安全確保な

ど交通環境の改善やまちの防災性に

課題を抱えています。 

そうした当地区の課題を抜本的に

解決するためには都市計画道路の整

備が不可欠であり、教育環境を保全

しつつ、都市計画道路と当該地区の

まちづくりを進めていく必要がある

と考えています。 

区は、令和７年３月に策定した「大

泉第二中学校の教育環境保全と大泉

学園駅南側地区まちづくりの取組方

針」に基づき、補助 135・232 号線の

事業化に向けて今年度より測量に着

手しました。 

引き続き、早期事業化に向けて地

域の皆様の御意見を伺いながら、取

り組んでいきます。 

・先日の測量説明会に参加した

が、計画に反対の方が自分たち

の意見に終始してしまい、我々

のような計画線にかかってい

て、事業が生活に直結する人間

が聞きたいことを聞けなかっ

た。 

・説明会に参加したが反対者の

方々に圧倒された。あの場では

言えなかったが、事業に協力し

ていきたい。 

・代替地は用意してもらえるのか。 原則として金銭により補償させて

いただいていますが、代替地を確保
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するケースもあります。 

・解体費は補償してもらえるのか。 お譲りいただく土地に建物があ

り、移転等が必要と認められる場合

には、建物の構造、用途、その他の条

件を考慮して移転工法を認定し、解

体費を含めて補償移転等に必要な費

用を補償させていただきます。なお、

建物の解体は所有者の方に行ってい

ただく必要があり、補償金等をもと

に解体をしていただきます。 

・所有地の一部しか道路計画線は

かからないが、補償はどうなる

のか。 

残地が不正形や狭小な場合は、取

得させていただく場合もあります。 

 

 

２ 周辺道路の拡幅に係る建物数 

計画幅員 12ｍ（現道中心から両側６ｍの拡幅を想定〈住宅地図ベース〉） 

・主要区道 39 号線（学芸大通り） 

約 90 棟（うち、ＲＣ構造約 30 棟） 

・主要区道 42 号線  

約 110 棟（うち、ＲＣ構造約 20 棟） 

     

 

 

 


